
審議会等の会議結果報告 

１ 会議名 第１４回津市地籍調査推進協議会 

２ 開催日時 
令和元年８月２０日（火） 

午前１０時００分から午前１１時００分まで 

３ 開催場所 リージョンプラザ２階 第２会議室 

４ 出席した者の氏名 

（津市地籍調査推進協議会委員） 

生川介彦、杉本清治、近藤仁、小黒敏克、後藤輝人、丹羽芳久、

太田増一、矢代勝彦、川井一浩、横山文美、石元克司 

（事務局） 

用地・地籍調査推進課長 後藤 誠 

用地・地籍調査推進課参与 石川 学 

用地・地籍調査推進課地籍調査推進担当主幹 塩谷 公男 

用地・地籍調査推進課地籍調査推進担当主幹 海住 愛 

用地・地籍調査推進課地籍調査推進担当 神水 彩花 

５ 内容 

（１） 広報つ ８月１６日号について 

（２） リモートセンシングデータを活用した新手法による地籍   

調査について 

（３） 民間測量成果を活用した地籍調査について 

（４） その他 

６ 公開又は非公開 公開 

７ 傍聴者の数 なし 

８ 担当 

用地・地籍調査推進課地籍調査推進担当 

電話番号 ０５９－２２９－３５６４ 

Ｅ-mail  229-3193@city.tsu.lg.jp 

 

・議事の内容   下記のとおり 

 

事務局 本日は大変お忙しい中、ご出席をいただきましてありがとうご

ざいます。 

ただ今から「第１４回津市地籍調査推進協議会」を開催させて

いただきます。本日の進行を務めさせていただきます、後藤です。

よろしくお願いします。 

まず、開催にあたりまして、建設部長の磯部からご挨拶申し上

げます。 

   

磯部部長 おはようございます。部長の磯部でございます。 

本日はご多忙の中、本年第２回、通算１４回目の地籍調査推進

会議に参加していただきまして、ありがとうございます。 

既にご覧になった方もみえるかわかりませんけれども、８月の

１６日号の「広報つ」で地籍調査について紹介のほうをさせてい

ただいております。広報に載せることで広く市民の方に周知いた

しまして、地籍調査への理解をしていただくということで、広報

に載せることによって助けになっていくのかなということで載せ

ていただいたのが、のちほど、この詳しい内容につきましては担

当のほうから説明をさせていただきます。 

それから効率のよい地籍調査を進めていくために、国や専門家

の協力を得まして、新たな調査手法ということで沿岸部の重点地



区はもとより、山間部とか内陸部の調査についても整備を進めて

いきまして、津市全体の社会インフラを整えていくことで今後進

めていきますので、今後も、いろいろ助言なりいただければと思

っております。本日は、いろいろな意見をいただきましてまとめ

ていきますので、いろいろな意見を頂戴したいと思っております。 

本日はよろしくお願いします。 

  

事務局 ありがとうございました。ここで建設部長につきましては、公

務の関係上退席とさせていただきます。 

本日の会議を開催するにあたりまして、山本委員、加倉井委員

におかれましては、ご欠席とのご連絡をいただいていますので、

報告をさせていただきます。 

それでは、会議を進めさせていただきます。本協議会の議長で

すが、津市地籍調査推進協議会設置要項第６条第１項の規定によ

り、会長が務めることとなっておりますので、太田会長、よろし

くお願いします。 

  

太田会長 改めましてこんにちは。委員の皆さん、ご出席していただきま

してありがとうございます。 

本日、第１４回目の開催となりますが、議事運営には協力をよ

ろしくお願いします。それでは座って始めさせていただきます。 

まず、会議の成立の可否について、事務局より報告をお願いし

ます。 

  

事務局  それではご報告申し上げます。 

ただ今、協議会議員１３名中１１名の方がご出席をいただいて

いますので、津市地籍調査推進協議会設置要綱第６条第２項の規

定により、過半数の出席と認め、会議は成立しています。 

  

太田会長 ありがとうございました。本日の会議が成立していることが確

認できました。 

それでは、今回の推進協議会ですが、内容から確認したいと思

います。事項書を確認して下さい。 

今回の推進協議会ですが、事項書にあるとおりでよろしいでし

ょうか。お諮りします。よろしいですか。 

  

委員 異議なし 

  

太田会長 

 

 

 

 

ありがとうございます。それでは、今回の推進協議会におきま

して、事項書にある内容を議題としたいと思います。 

また、今回の議事録の署名委員につきましては、杉本委員、石

元委員にお願いしたいと思います。 

それでは順次進めてまいります。まず、お手元に第１３.回推進

協議会の議事録が配布されていますが、前回からの議論の持ち越

しなどはなかったと思いますが、事務局、いかがでしょうか。 



  

事務局 前回からの議論等の持ち越しはございません。 

  

太田会長  では、事項２の「広報つ ８月１６日号について」、事務局から

の説明をお願いします。 

  

事務局 事務局の神水です。私から説明をさせていただきます。 

お手元に８月１６日号の「広報つ」紙面をお配りしています。

先日発行の広報において津市の地籍調査のこれまでの状況と、今

後の方向性について周知を行いました。 

「重点整備区域での事業期間を２年短縮」という項目では、１

０ヶ年計画の事業期間が当初の令和６年度までの計画から令和４

年度までの８年に短縮できたこと、それから各調査地区の事業ス

ケジュール、重点整備区域内の進捗状況について報告しました。

地図の重点整備区域のうち、黄色が事業完了地区、ピンクが事業

中の地区、緑が今後の事業予定地区、紫が地籍調査の対象外の地

区です。 

また、その下の「予算の増額と人員の増加で加速」という項目

で、事業予算担当人員が年々増加していること、今後も国に対し

て積極的に要望活動を行なっていく、ということを報告しました。

棒グラフのとおり事業予算は年々増加していますが、円グラフを

見ていただきますと調査費用のほとんどが補助や交付税措置の対

象となるため、実質的に津市が負担しているのは事業予算の５パ

ーセントとなります。 

紙面右側に移りまして、「国のモデル事業決定で加速」という項

目で、山村部での地籍調査における新手法のモデル事業の実施が

決定したことをご報告しています。この事業については事項３で

詳しくご説明しますが、山林という傾斜の急な場所での立会いや

測量など、難しい課題が多い山村部の地籍調査を進めていくため

に、このモデル事業が大きな一歩となると考えています。調査地

区は一志町波瀬、美杉町八手俣、下之川となっており、君ケ野ダ

ムの東側で、松坂市に隣接する地域です。この事業は、全国 3 地

区の実施予定地区のうち、他の地区に先駆けて津市で実施されま

す。 

また、今年度、新たに実施される新町地区での都市部官民境界

基本調査についても、簡単にではありますが報告いたしました。

こちらは国の事業として官民境界測量の基準点設置や道路付近の

地形測量を行うものですが、その成果を後続の地籍調査に活用す

ることで、地籍調査の工程の一部を省略することが可能になり、

調査を効率的に進めることができます。 

その下の項目では、国土交通省の地籍整備課や、東京大学の清

水教授にアドバイスを受けながら事業を行なっていることをご説

明しています。事項４で詳しくお話ししますが、法務局に備え付

けられている測量図など、既存の資料をこれまで以上に活用し、

地籍調査を効率的に進める手法を検討しています。６月に国土交



通省と東京大学に赴き、このような新たな調査手法についてアド

バイスをいただきました。そのときの様子が、右の写真と紙面左

上のタイトルの背景の写真です。 

最後に「測量の際は官民境界等先行調査などの成果をご利用く

ださい」という項目で、都市部での測量についてのお願いを記載

しました。民間の土地売買などで測量を行なう場合は、国が実施

した都市部官民境界基本調査や津市が実施した官民境界等先行調

査の成果を活用してください、というお願いです。官民境界等先

行調査などの成果を利用して民間で測量を行なった土地は、その

後の地籍調査の測量と整合がとれるようになるため、立会いを省

略できるようになるなど、調査を効率的に進めることが可能にな

ります。所有者にとっても、同じ土地について何度も立会いをし

ていただく必要がなくなるということですので、負担の軽減にも

つながります。 

簡単ではありますが、以上が「広報つ」についてのご報告です。 

  

太田会長 事項２の広報について何かご質問はありませんか。 

  

小黒委員  これは、広報は私も読んでいましたが、この右側上の、美杉と

新町地区では、現地立会なしでできるんですか。 

  

事務局  まず美杉のほうですが、山の地籍調査につきましては、今、リ

モートセンシング技術、いわゆる航空測量ですね。航空写真やレ

ーザー測量を活用いたしまして、その映像や解析データをもって、

いわゆる画面上で立会いをするというバーチャル立会いという、

現地ではなく映像等で、こういったようなところで映像を映し出

して境界立会いをするという手法になります。 

新町地区につきましては、まだ地籍調査の前段の資料収集の調

査でございますので、ゆくゆく、数年後に新町地区については地

籍調査を実施していく、というような予定でおります。 

  

小黒委員  よくわからないけど、できるのかな。 

  

事務局 このバーチャル立会いというものが、実際にはこれまで行われ

たことがありません。これが「モデル的に実施する」ということ

になるのですが、２～３年ほど国のほうで、もうすでに研究が進

められておりまして、その研究の結果を基に、今回いろいろなデ

ータ収集をしたうえで、バーチャル立会いを実施するという流れ

になっております。解析データやサンプルを我々も見させていた

だいたのですが、かなりはっきりとわかるのかなと思います。 

ただ、山の手入れがされていない部分については、ちょっと、

現地調査をそれなりにしなければ難しいのかなという印象があり

ますが、山の管理がされていれば、かなり明確に境界がわかりや

すいのかなと思っております。 

  



小黒委員 新しい技術でできるんだろうと思いますけど。 

  

事務局  山の地籍調査が全国的に実施されているところではあるんです

が、やはりその現地立会において、立ち会い者の怪我などがやっ

ぱりあるようです。 

なかなか山の地籍調査が進んでいかないという実情があるよう

で、そういったところを軽減できないのか、ということからの発

想だとは聞いております。 

  

小黒委員 それはそうでしょうけど、昔の山は際面の木というものを残し

ていた。ところが昔はこれだけの太さの木があったけど、今にな

るとこんなになっていると。赤道が半分、この木で埋まっている

ということです。 

そんな現場へ行ってそれは、こんなことができれば一番いいと

思うんだけど、その判定が果たしてできるのかなと。 

  

事務所 実はその映像とか、これが終わってからちょっと技術部会でも

んでいただきたいなと思って、画像等を用意してあるんです。 

木の種類や木の高さ、密集度なども全部出ますので、それがい

わゆる境界木、例えばスギ林のなかにヒノキが境界木ですよとい

うことであれば、ここにヒノキがあるということがわかる。 

また、例えば何年ぐらい昔はこれくらいの細い木だったよ、と

いえば大体の今の高さの想定ができますので、何年か経っていれ

ばこのくらいの大きさになってるよね、ということからの境界木

という推測もできます。 

初めてのことなので、一応現地でコンサル（測量会社）が確認

をしてきますので。 

  

小黒委員 この筆界というのは街の真ん中だったら大変なことだけど、山

へ行くとどうということはないんです。それは感覚的にわかりま

すけれども。 

赤道があると赤道の半分、３尺道や４尺道の半分くらいこの木

が占めているんですよ。 

そういったときが一番困るんですよ。そこら辺をどうするのか

なと思って。 

  

事務局 獣道とかも全て画像判読ができるぐらいまでの精度があるみた

いで、いわゆる筋状・帯状でそういうものが出てくると思います。

そのための研究も２、３年続けられているというところで、判読

できると。今はＡＩという技術も使われるらしいので。 

  

後藤委員 もう一つ。２年間短縮していただけるということで、本当に地

元としてもありがたく思っているんですが、この２年間縮小して

登記まで完了すると、こういうことですね。 

  



事務局 はい。 

もともと１０年だった計画が事業の前倒し等で２年早められる

ことがわかったということです。 

ただ、予算等が付いて、ということになりますので、この辺り、

一生懸命、国のほうへ要望しながらいきたいとは考えております。 

  

横山委員 すみません、今の赤道の話の補足ですが、私たちが実証実験を

やらせてもらっている中で、一つの大きな話として、そういう赤

道等を知っている方で、山に行けない多くの人たちがいます。 

ただ、画像・バーチャルであれば見られる、まだ健康ですよと。

そういう方がおられるときに、せめて集会所でそういったものを

見て、やりましょうと。行けない人が多くなったということがひ

とつの要因というふうに聞いています。 

その赤道や境界木をご存じの方は今言われたことは知っておら

れるんですよね。それもバーチャルで見てもらおうということで

す。 

  

小黒委員 名松線の境界をやらせてもらったとき、そのときにそういうこ

とがありましてね。 

  

横山委員  それも大きな要因かなとも聞いております。 

  

太田会長  ほかに何かございませんか。 

  

生川委員  ちょっと的を外しているかもしれませんが、市長の、広報に載

っている右側に「国のモデル事業決定の加速」の下の、その手法

によるという、君が野ダムというのが出ていますよね。 

一志町波瀬、美杉町八手俣、ちょうどこの地区の元住人から「山

を持っているんだけど、自分のところの山がどこにあるかわから

ない」「遠くへ移ってもう３０年くらい経っている」ちょうどそう

いう話が私のところへ飛び込んできています。 

そういう人に対してはどういう説明をしていけばいいのかと。 

  

事務局 会議室の前方に位置図を、全体の配置がわかりやすいものと思

って貼ってあるんですが、いわゆる波瀬の室ノ口の集落から矢頭

山までの間、それから、いわゆる八手俣地区と言われるダムの上

流側の地区、そのあたりを今回、飛行機を飛ばして測量をすると

いうことをします。 

この中でもごく一部の方だけなんですが、我々の方から連絡を

させていただきます。我々から連絡させていただいた方は山の管

理もされてみえる方なので、自分の土地の場所もご存じの方にな

るんですが、それ以外の方は、数年後ぐらいに、我々のほうから

連絡をさせていただきます。こういったような調査をしました、

境界情報としてはこんな感じです、バーチャル立会いをいついつ

したいので寄ってください、というような感じで連絡をさせてい



ただく予定です。 

全体の面積は十平方キロくらいですが、これだけの面積のバー

チャル立会いを１年で、というのは不可能なので、３年から５年

に分けてさせていただこうかなというふうに考えております。 

  

太田会長  それ以上は３年から４年後ということですね。 

  

事務局  一番遅い人で４年後ぐらいになってしまいます。 

  

太田会長  そんなにかかるの。 

  

事務局  いわゆる航空測量自体は２日間くらいでこの面積を全部撮り切

るんですが、バーチャル立会いをするための準備にかなりの時間

を要しますので、今回モデル的に、１０平方キロの内の１．５平

方キロくらいの程度をさせていただきます。 

この解析にもやはり３、４ヶ月くらいかかるんです。残りの分

をしていこうと思うと、ある程度事業計画を立てて実施していく

ことになると思います。 

  

太田会長  飛行機を飛ばすのだから、正確にやらなければならないものだ

からね。簡単にはいかないでしょう。 

  

事務局 そうですね。 

特に先程の生川委員がおっしゃっていただいたように、自分の

山がどこにあるかわからないということも、今回で全てわかって

きますので。 

  

小黒委員  美杉はわからない。現地と公図が全然違うところがあるよ。 

  

事務局  そうですね、ただ林班図がかなりしっかりしていまして、林班

と現地が結構合っておりますので。 

  

小黒委員  林班図とは何ですか。 

  

事務局  いわゆる山林の管理図面みたいなものですね。そういうものが

ありまして、それと現地がかなり合っています。仰るとおり、公

図は結構あてにならない状態になっていますので。 

  

小黒委員  川と道路と山と、順番が違うところがあるんですよ。 

 国鉄と川は、両方とも国有地ですから。 

  

事務局  知らない間に交換したというような。 

  

小黒委員  そんなものもあるし、山でもいろいろ、形が変わっていたり。 

  



事務局  公図から見ていくと、この現地の山は本当にこうなのかなと不

思議に思うんですけど、林班が本当に、かなり正確ですので、も

しその方にお話が必要であれば、我々にご紹介いただければ、御

説明させてはいただきます。 

恐らく今、どこにあるかわからない、持っているか持ってない

かさえもわからないということは、税金がかかってない山とも思

えますので、おそらく我々のほうからアクションを起こさないと

承知いただけないのかなと思います。 

  

生川委員  山があることはわかっているんだけれど、どこかさっぱりわか

らないと。波瀬から抜けていく美杉の途中、それから矢頭山のこ

ちらへ行くと左側の山の中だろうと、それぐらいしかわからない。

なので、ちょうどこの地区にあたるのかなと。 

  

事務局 そうかもしれませんね。道路から左側、いわゆる松阪側のほう

ですと財産区がかなり持っておりまして、森林組合が管理もされ

ているところが多々ありますので、おそらく山の管理をされてい

なかったとしても、手入れがされている周りとの状況の違い等で

わかりやすい状況であるのかなと思います。 

最終的に林班図がしっかりしていますし、我々もこの間、外周

を歩いたんですが、そんなに荒れた山もありませんでした。 

  

生川委員 本人いわく、ものすごく荒れていて入れない。 

  

事務局  そんなにむちゃくちゃに荒れた山はなかったですけどね。 

我々のほうにご紹介いただきましたらご説明いたしまして、ま

た「時間かかるかも知れないけど市から連絡あるよ」ということ

だけをお伝えていただければと思います。 

  

太田会長  他に、何かございませんでしょうか。 

確認ですが、後藤さんが言われたように、２年短縮したら法務

局までできるのか。 

  

事務局  法務局までいくのも２年短縮できるということになります。 

今、ちなみに香良洲は、法務局への送付前の確認をしていると

ころで、それが終わりましたらまず稲葉地区を、法務局へ送らせ

ていただきます。先日、小松地区につきましても認証がおりてき

ましたので、稲葉地区の次に小松地区についても確認出来次第、

法務局へ送らせていただく予定です。 

  

太田会長  そのあと、川原か。 

  

事務局 そうですね。 

法務局でもう一度確認のうえで手続きをしていただきます。 

  



太田会長  ほかに何かございますか。 

  

丹羽委員  私、河芸の豊津の者なんですけれど、この間、太陽光の設置業

者が立会いをした際に、その前に官民調査で調べた地図と航空写

真で、きちんとその測量士が、ポイントを押さえていて、田んぼ

の真ん中をつなげて境界がわからなかったりしても、皆さんが納

得してスッと話が決まるんです。 

やっぱり地籍調査してもらったのはとてもありがたいなと、こ

ういうふうに思います。やはり相当進んでいますね。ありがとう

ございます。 

  

太田会長  ありがとうございます。他に。 

では、ないようですので事項書３、リモートセンシングデータ

を活用した新手法による地籍調査について、事務局からの報告を

お願いします。 

  

事務局 それでは、事項３についてご説明をします。 

一番最後に付いています、このＡ３のカラーの資料を参考にし

ていただきたいと思います。 

先程も質問いただいた部分と若干重複するところもございます

が、「広報つ」でも簡単に説明しましたとおり、山村部における地

籍調査の新手法について、国のモデル事業として調査が実施され

ることが決定したというところでございます。この山村部での地

籍調査では、土地所有者の高齢化が進んでいることや、急峻かつ

広大な土地が多いことから、現地での立会いや測量作業の負担が

大きく、多大な手間と時間がかかることが課題となっています。 

そこで、国では近年の測量技術の進展を踏まえ、飛行機などで

撮影した航空写真などのリモートセンシングデータを活用した新

手法を導入することにより、調査・測量の効率化を図り、課題を

解決する取組が進められています。 

この手法では、調査と測量の２点で効率化を図ります。まず、

調査の面では、現地立会いをする代わりに土地所有者が集会所な

どに集まり、リモートセンシングデータを活用して作成した筆界

案を確認します。リモートセンシングデータによって細かい地形

や植生などが確認できることから、山の中に足を運ぶことなく境

界を確認することができます。これが先程、私が申し上げました、

バーチャル立会いというものでございます。どんな画像かという

と、この辺りにある赤色の写真であったりとか、いろいろデータ

があるんですけど、こういうような感じでのデータが、５、６種

類ぐらい撮れてきます。樹高であるとか樹種であるとか、密集度

であったりとか、木がない山肌の状態、微地形図と言っているん

ですけれども、谷がどこの位置にあるとか、尾根がどこの位置に

ある、獣道がどこにあるとかいうような、いわゆる木を除いた山

肌の状態の測量結果であったりとか、そういったようなデータを

撮ってきてＡＩで解析をして、バーチャル立会いをするというよ



うなことでございます。 

次に測量の面では、リモートセンシングデータを用いて机上で

測量を実施することで、現地での測量作業のコストを大幅に削減

し、従来よりも広範囲での調査が可能になります。コスト縮減は

非常に我々にとってもありがたい部分がございます。我々はあま

り経験がないんですけれども、通常の山の地籍調査よりは、よそ

から聞いているとかなりコストダウンするということは聞いてお

ります。 

今回のモデル事業では、一志町波瀬、美杉町八手俣、下之川の

調査区域でリモートセンシングデータを収集、解析をし、そのう

ちの一部の地区について境界の確認を行いまして、翌年度に閲覧

を行なって法務局のほうへ送付するということを計画していま

す。これ以外の地区につきましては、境界確認以降の作業はモデ

ル事業の対象外となっておりますので、順次、本市において予算

要望をし、調査を進めて、早期に事業完了を目指していきたいと

考えております。 

以上でございます。 

  

太田会長 何かご質問、ございますでしょうか。 

  

小黒委員 一つ、すみません、森林の測量は大体わかりました。それで、

新町のほうは町の中ですね。これはどういう目的で。 

  

事務局  これは、もともと１０ヶ年計画の中でも、まず国の先行調査を

実施していただいたあとで、市のほうで官民境界等先行調査を実

施するパターン、または一筆地調査をしていくパターンというこ

とで、国による基礎調査をやってもらいたいということを言って

きておりました。その基礎調査にあたる部分を今回、新町地区、

いわゆる重点整備区域以外で実施をしていただけるようになっ

た、というところでございます。 

今までの協議会の中でもご報告申し上げておりましたが、重点

整備区域の中での国の先行調査というのが「実施できない」とい

う解答でずっといただいていたんですが、重点整備区域以外でも

着手ということで初めて着手いただいたので、そのご報告という

ところでございます。 

  

小黒委員  美杉と一志という山の中であれば、地震などで土砂崩れが起き

て地形変わったりするので、これはいいと思うんですけど。 

新町地区は何か災害と関連しているんですか。 

  

事務局 津波被害の浸水区域の中に入っております。 

重点整備区域をまず地籍調査を重点的に、集中してやります、

ということをうたってきていたんですが、津波被害というのはや

はりいつ起こるかわかりませんので、基礎データだけでもうちは

一刻も早く欲しいというところの願いがございました。 



ですので、そういったところから国のほうにおいて、配慮いた

だいたというように解釈をしております。 

  

小黒委員  わかりました。 

  

太田会長  他に何かございませんか。 

  

委員 （意見なし） 

  

太田会長  それではないようですので、事項４「民間測量成果を活用した

地籍調査」について、事務局から説明をお願いします。 

  

事務局  資料のほうがまだありませんので、この広報の下のほうにある、

清水教授であったりとか、その下の「測量の際は官民境界等先行

調査などの成果をご利用ください」というところを見ていただき

ながら、ご説明させていただきたいと思います。 

民間測量成果を活用した地籍調査というところなんですが、先

程「広報つ」でも触れましたとおり、既存資料を活用した地籍調

査の新手法について、検討を進めていきたいというところです。 

現在の地籍調査では、法務局に備え付けられている地積測量図

などを調査の参考資料として、活用させていただいています。こ

の地積測量図をもっと有効に活用できないかというところで、国

土交通省や東京大学の清水教授と検討を進めさせていだいており

ます。 

具体的には、調査区域内でこれまで作成された、それぞれの地

積測量図を集め、パズルのようにはめ込んでいきます。それぞれ

の境界点において、座標という数値化されたもので整合が取れる

部分については、立会いなどの省略が可能になるのではないかと

いうところから、地籍調査全体のスピードが格段に上がっていく

のではないか、というところで推測をしております。 

ただし、あまりにも古い地積測量図は現在と測量の手法が異な

っておりますので、そのままはめ込んでもずれたり、重なったり

したりすることが考えられます。 

そういったものは補正をかけるとか、現在の基準に合わせて活

用するといったようなことが必要なのかな、というところが課題

点かなと思っております。 

また、古い地積測量図は精度も悪く、現地での復元性が低いと

いうことも言われている中でこの地籍調査をやっておりますの

で、特に古い地積測量図については検討していく必要が十分にあ

るのかな、というふうに考えております。 

先程、新町地区でも実施していただきます国による先行調査と

いうのが、津市の都市部の中でもわりと進んできておりますので、

こういったデータを活用していただいて、個人様の境界立会いで、

特に参考資料にしていただいたりといったように、地籍調査と個

人様の土地所持者との連携も図っていきたいなというようなとこ



ろが、今現在考えているところでございます。 

以上です。 

  

太田会長  何か、ご質問はございませんでしょうか。 

  

後藤委員  今までのところでもそういう既存のものは参考にしてもらって

るわけですよね。その古いものがその位置等がずれて図面上に落

としにくい、というところはもう少し説明してもらえませんか。 

 基本的にはそういう個人のものにも基準点から引いているんだ

ろうから、基準点を使っていないものもあるということですか。 

  

事務局  そうですね。 

三斜求積ということで、基準点はなく、その土地の辺長と斜め

の部分だけを測った、角度は測っていない測量が、平成はじめく

らいまで使われておりまして、それは復元性が乏しいのではない

かと、実は言われております。 

ただそういった測量図の中でも、基準点を活用した測量をして

あるものがまれにありますので、そういったものは活用したいな

というふうに考えております。 

  

後藤委員  大きい会社であれば、そういうのは大概基準点からやっている

のが多いような気がするんですけど。 

  

事務局  いわゆる開発がらみや、株式会社ですと総会等にかけていただ

く財産の加減でかなり正確な面積を出していただいていると思い

ます。 

個人さんが昔から売買をしていないパターン、ずっと持ってい

ただいている場合ですと、この地積測量図が法務局に入っていな

かったり、入っていてもかなり、昭和４０年代、５０年代とか３

０年代の測量図であったりと、ちょっと復元性がないということ

で、使えるのか使えないのかといったところの検討も必要なのか

なというふうに考えております。 

技術的なところでは使えないだろうという意見は、言われては

おるんですけども、できるだけ立会いを省略することで地籍調査

の速度をあげたい。いわばコストもそれで下がってきますので、

そういうところを目指していきたいなと。 

全国的に地籍調査の予算の取り合い合戦が現実、始まっていま

すので、いかに予算を取ってくるかというところでの苦渋の選択

というか、苦肉の策といったようなところではございます。 

  

小黒委員 全てが民地じゃない。７割方が民有地、３割方は国有地。 

  

事務局  国有地は地籍はできないので外れるにしても、民有地の買収が

されるなら分筆もされると思いますので、公図もきちんと納まる

し、その地籍調査をわざわざしないといけない状態なのか、とい



うところかとは思うんですが。 

  

太田会長  ほかに何かご意見、ございますでしょうか。 

  

委員  （意見なし） 

  

太田会長  それでは質問もないようですので、その他について、委員の皆

さん、何かございませんか。 

  

委員  （意見なし） 

  

太田会長  ないようですので、事務局から連絡等、何かございますでしょ

うか。 

   

事務局 それでは事務局より３点ほど連絡させていただきたいと思いま

す。 

１点目ですが、事項２と４でもご説明させていただきましたと

おり、専門的知識が必要である課題事項が非常に沢山ございます。

これをクリアするには、当協議会の中にある技術部会の中からも

ご意見をいただきたいと思いますし、当然、この協議会の中から

もご意見をいただきたいと思っておりますので、まず可能であれ

ば、技術部会の委員の皆様からご意見、ご助言等をいただいたう

えで、また再度、ある程度まとまった時点でこの協議会のほうへ

ご報告、またご意見を求めるといったようなことでお願いしたい

と思っております。 

  

太田会長  事項２と４、「民間の測量成果を活用した地籍調査について」。

これについて、課題事項を技術部会で検討していただくというこ

とで、皆さん、よろしいでしょうか。 

  

委員  異議なし 

  

太田会長  ありがとうございます。 

それでは推進協議会の終了後、技術部会を開催したいと思って

おります。場所はそのままでよろしいですか。 

  

事務局  はい、この場所でお願いします。技術部員の皆様についてはよ

ろしくお願いします。 

次に２点目でございますが、次回の協議会の開催については、

会長と副会長と事項及び日程を調整させていただきたいと思いま

す。 

３点目ですが、当協議会の冒頭で決めていただきました、議事

録の署名でございます。本会議終了後、一か月程度で議事要旨を

作成したいと考えておりますので、本日指名された杉本委員、石

元委員につきましては、議事要旨作成後、事務局より伺いますの



でご確認いただきますよう、お願いします。 

   

太田会長 では、これで本日の予定の事項を終了いたしましたので、事務

局へお返しします。  

   

事務局 本日はお忙しい中、ありがとうございました。これで第１４回

の推進協議会を終了させていただきます。 

 
 
 


